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新財務会計システム用ハードウェア調達仕様書 

１ 調達の概要 

本仕様書は、令和４年度に稼働を予定している財務会計システム（以下、本システム）の再構築

に伴い、本システムの一部を構成するハードウェア（ネットワーク機器、端末・周辺機器等）の借

入及び保守作業に関するものである。 

また、本仕様書には、借入するハードウェアについて、下記のとおり記載している。 

・詳細な仕様と数量 

・導入スケジュール 

・保守に関する要件 

２ 借入物品等 

(１) 本システムの一部を構成する物品（ハードウェア）並びに設置、保守及び障害回復等の各作

業、また、納入機器の設置に伴って必然的に必要になる物品（装置や接続部品等）については、

本仕様書の記載の有無に関わらず提供すること。 

(２) 機器の仕様は、別紙 1「借入機器（ハードウェア）の仕様」を参照すること。なお、各ハード

ウェアに、各機器へ導入予定のソフトウェア、および補足事項が記載されている。これらの事

項が実現可能なハードウェアを選定し納入すること。また、本市の想定を別紙 2「想定機種構

成例」に示す。必要に応じて参考とすること。 

(３) 本体、その他すべての付属品は、中古品であってはならない。 

(４) 再構築に際して、円滑なシステム構築を実現するために基本調査、基本設計及び実施設計を

実施済であるため、機器の調達及び導入においては、本システムを構築する企業等と十分な調

整を行い、調達機器が確実に動作することを保証すること。また、本市が必要と判断した場合

には、動作試験の結果を入札時に提出すること。 

【調整関係企業】 

本システム設計・開発業者：富士通 Japan 株式会社北海道支社 

３ 納入場所、借受期間 

(１) 納入場所 

札幌市役所菊水分庁舎（札幌市白石区菊水１条３丁目１－５）

(２) 納入期間

契約締結日～令和３年 10 月 31 日 

(３) 借入期間 

令和３年 11 月１日～令和８年 10月 31 日（60か月） 

(４) 機器保守期間 

令和３年 11 月１日～令和８年 10月 31 日（60か月） 

４ 機器の納入方法

本市の指示に基づき、以下の内容を実施すること。 

(１) 納入機器の詳細仕様、立面図、電源容量及び搬入計画等の資料を、落札後速やかに書面及び
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電子ファイルにより提示し本市の承認を受けること。また、変更があった場合は、速やかに修正

し再提出すること。 

(２) 機器等の梱包材は受注者が納入後速やかに引き取ること。 

(３) 搬入時は本市が別途指示する搬入口及び貨物用エレベータを使用し、必要に応じて器物破損

を防止するために養生すること。

５ 保守要件 

(１) 保守概要 

システムが常に完全な機能を保つように、対象ハードウェアの保守作業を行うこと。 

(２) 保守対象 

別紙 1に記載のとおり。 

(３) 保守サービス時間帯 

別紙 1に記載のとおり。ただし、作業実施にあたっては本市の指示に従うこと。

(４) 特記事項 

ア 製造業者もしくは同等のサポート能力を持つ会社の窓口で対応すること。その窓口につい

ては、本市、本システム設計・開発業者及び本システム運用保守業者から直接問い合わせが

できるようにすること。 

イ 機器障害対応等の技術支援・報告についても、本市、本システム設計・開発業者及び本シ

ステム運用保守業者からの依頼に基づき誠実に実現すること。 

ウ 保守窓口、内容及び方法は、ハードウェア調達業者決定後、速やかに文書として提示する

こと。 

６ リース期間満了後における機器の扱い 

(１) リース期間満了後は記憶情報の確実な消去を目的として、補助記憶装置（HDD 及び SSD 等）

は受託者にて物理的または磁気的に破壊し、データ消去証明書を発行すること。なお、破壊作

業には本市職員が立ち合うことがある。また、破壊作業は庁舎からの搬出前に行うこと。 

(２) リース期間満了後は受託者の負担で機材を撤去すること。 

(３) リース期間満了後における物品の買取、または再リースについて当事者は協議をすることが

できる。

７ その他 

(１) 本仕様書に疑義がある場合は、本市職員に質問し、その指示を受けること。なお、契約後の

本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、別途協議するものとする。 

(２) 本業務を行うにあたっては、本市の環境マネジメントシステム関係規定に準じ、グリーン購

入・省エネルギーの推進、廃棄物の発生・排出抑制、再使用、再生利用、適正処理、環境法令

の遵守など、環境負荷の低減に努めること。 

(３) 本契約内で得た情報に関して、本仕様書に定める業務遂行上の目的以外に使用・開示しては

ならない。 


